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平成２５年度第３回行政監査結果報告書（概要） 

 

 

第１ 監査実施概要 

Ⅰ 監査テーマ（Ｐ１） 

「職員の人材育成について」 

 

Ⅱ 監査テーマ選定の趣旨（Ｐ１） 

地方分権の進展や社会経済情勢が大きく変化する中、行政の役割や責務に

対する区民の期待は大きく、区職員には区民生活にかかわる様々な課題や問

題を解決する力が求められている。職員一人ひとりが区民の立場に立って「も

てなしの心」による区政経営を進めるとともに、区民に信頼される区を目指

していく必要がある。  

そこで、平成 25 年度第３回行政監査では、職員の人材育成について、「板

橋区人材育成基本方針中期実施計画」は計画的・効果的に実施されているか、

関係課、関係機関との連携は図られているか、などの観点から検証を行った。 

 

 

Ⅲ 監査の着眼点（Ｐ１） 

１ 「板橋区人材育成基本方針中期実施計画」は計画的・効果的に実施され

ているか。 

２ 関係課、関係機関との連携は図られているか。 

 

Ⅳ 監査対象（Ｐ１） 

「板橋区人材育成基本方針中期実施計画」に関する事業 

（聞き取り調査対象部課） 

政策経営部    経営改革推進課、ＩＴ推進課 

総務部      人事課 

子ども家庭部   子ども政策課、保育サービス課 

 

Ⅴ 監査実施期間（Ｐ２） 

平成 25年７月 31日（水）～平成 26年１月 31日（金） 

 

第２ 監査結果 

Ⅰ 現況と問題点 （Ｐ３） 

１ 板橋区人材育成基本方針中期実施計画に関する概況（Ｐ３） 

２ 「中期実施計画」における各項目に関する現況（Ｐ７） 

３ 職員の研修に関する現況（Ｐ39） 
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Ⅱ 検討・改善を求める事項（Ｐ48） 

 

着眼点１ 「板橋区人材育成基本方針中期実施計画」は計画的・効果的に実

施されているか。 

１ ＡＢＣ運動と朝礼の実施内容の把握（Ｐ８） 

各職場におけるＡＢＣ運動と朝礼の実施内容を調査・分析し、各所属長

はどのように行動しているか、職員間のコミュニケーションはどのように

活性化しているか検証されたい。 

 

２ 職場内研修（ＯＪＴ）の拡充（Ｐ33） 

所管課においては、助成制度を活用した職場の実績のみを把握するだけ

でなく、助成制度を活用していない職場内研修の内容も把握し、多くの職

場において効果的な研修ができるよう支援を行う拡充策を講じられたい。 

        

３ 研修内容の周知（Ｐ41） 

所管課においては、特に研修生の評価の高かった研修の内容や感想、研

修報告書を全庁ＬＡＮのポータルトップ等に公開し、未受講者へ周知を図

り、受講を促されたい。 

 

４ 研修報告書の整備（Ｐ41）  

研修終了後に事業者から提出させる完了報告書（研修報告書）は、事業

者によって様式が異なる。研修が効果的に実施されたかを検証するために

報告様式を統一するなど、比較・検討できるよう工夫されたい。 

 

５ 研修の成果の検証（Ｐ44） 

所管課は、受講者の研修報告書により研修の成果を検証し、次年度の研

修計画の策定に役立てられたい。 

 

着眼点２ 関係課、関係機関との連携は図られているか。 

１ 業務遂行能力の向上に伴う連携（Ｐ23） 

所管課は互いに連携し、他自治体の状況を調査して、区政経営を進める

上で有益な情報を、職員誰もが活用できるように工夫・検討されたい。 

 

２ 研修履歴の一本化（Ｐ46） 

所管課においては、他課で実施している研修についても、人事給与シス

テムの研修履歴に記載することにより、職員の能力開発や人事異動に有効

に活用できるように検討されたい。 
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Ⅲ 総括意見（Ｐ50）  

 

○ 各部の経営方針や、目標による管理と職員の人材育成との連携を図るこ

とについて 

年度当初に決定する部の経営方針を実現するためには、職員個人の目標

を確実に達成させることが必要である。 

目標による管理は、目標の達成に向けて主体的に行動していくことによ

り、職務改善や能力開発の実現、そして組織一丸となって目標達成を目指

す風土を醸成することを目的としている。 

また、目標の達成のためには、職員一人ひとりの努力とともに、きめ細

かなＯＪＴを通じ、職場内の対話と気づき、管理職が適切な助言、指導を

行うことが重要である。 

今後は、経営方針や、目標による管理と、ＯＪＴを中心とした人材育成

との連携を図り、職員の一層の能力向上に取り組むことが必要である。 

 

○ 新時代を担う職員の人材育成に取り組むことについて 

人事課は、中期実施計画を策定し、重点事業を中心として 41 の事業を実

施した。 

今後も区民の期待に応える職員を効果的に育成するため、方針や制度の

見直しも含めて検討するとともに、従来の取組に加えて他自治体の先進事

例の調査、研究を行うことも大切である。 

区を取り巻く様々な動き、新たな行政課題、地方自治・財政をめぐる大

きな課題とともに、シティプロモーションへの取組を通じて、東京で一番

住みたくなるまちの実現につなげていかなければならない。 

その担い手となる職員には、これまで以上に先見性・革新性とともに、

スピード感を持って課題解決に取り組む姿勢が求められる。 

区は職員研修の充実だけでなく、職員一人ひとりが高いモチベーション

を持ち、その能力を十分に発揮できるような組織風土を醸成するため、新

しい時代の要望に応えられる体制を構築することが必要である。 

 

以上の視点を踏まえ、職員一人ひとりが区民の立場に立って、「もてなし

の心」による区政経営を進め、区民の期待に応えられる職員を目指して、

計画的・効果的に人材育成に取り組むことを期待するものである。 

 


